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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

 

１章 

第２ 

245頁 

西脇市地域防災計画 

 

第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

第１章 基本方針 

第１ （略） 

第２ 円滑な災害応急活動の実施 

（略） 

■災害応急対策の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

１章 

第２ 

245頁 

西脇市地域防災計画 

 

第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

第１章 基本方針 

第１ （略） 

第２ 円滑な災害応急活動の実施 

（略） 

■災害応急対策の主な流れ 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

１章 

第２ 

245頁 

 

時間 

経過 

震度等の状

況 
市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○ 震度４

の地震が

発生した

とき。

（自動配

備） 

※小規模被

害発生 

■第１号配備

態勢・災害

警戒本部設

置 

（略） 

■自治会、自

主防災 

会警戒態勢 

○避難所・避

難経路の確

認 

○地域内の危

険箇所の監

視 

○地域内の要

援護者（要

配慮者）へ

の声かけ 

○避難所・避難

経路の確認 

○近所の危険箇

所の監視 

○近所の要援護 

 者（要配慮者）

への声かけ 

○震度５弱

又は５強

の地震が

発生した

とき。

（自動配

備） 

※中規模被

害発生 

■第２号配備

態勢・災害

対策本部設

置 

○高齢者等避

難対応 

○災害時要援

護者（避難

行動要支援

者）支援 

（略） 

■自治会、自

主防災会災

害対策本部

設置 

（略） 

○地域内の災

害時要援護

者（避難行

動要支援

者）の避難

誘導 

○家族、近所の

災害時要援護

者（避難行動

要支援者）の

避難誘導 

１章 

第２ 

245頁 

 

時間 

経過 

震度等の状

況 
市 

自治会 

自主防災会、

事業者 

市民、従業員 

初
動
対
策 

（
発
災
直
後
） 

○ 震度４

の地震が

発生した

とき。

（自動配

備） 

※小規模被

害発生 

■第１号配備

態勢・災害

警戒本部設

置 

（略） 

■自治会、自

主防災 

会警戒態勢 

○避難所・避

難経路の確

認 

○地域内の危

険箇所の監

視 

○地域内の要

援護者への

声かけ 

 

○避難所・避難

経路の確認 

○近所の危険箇

所の監視 

○近所の要援護

者への声かけ 

○震度５弱

又は５強

の地震が

発生した

とき。

（自動配

備） 

※中規模被

害発生 

■第２号配備

態勢・災害

対策本部設

置 

○高齢者等避

難対応 

○災害時要援

護者支援 

（略） 

 

 

■自治会、自

主防災会災

害対策本部

設置 

（略） 

○地域内の災

害時要援護

者の避難誘

導 

○家族、近所の

災害時要援護

者の避難誘導 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

２ 

247頁 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

249頁 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

第１節 組織の設置 

第１ 災害警戒本部 

１ （略） 

２ 災害警戒本部の組織 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監、市長公室長、都市経営部長           

    、総務部長、福祉部長、くらし安心部長           

   、産業活力再生部長、建設水道部長、教育管理部長、教育創造部

長、議会事務局長、消防団長とし、北はりま消防本部消防長（代）

は参与として加わる。 

 (5) ～(7) （略） 

３～５ （略） 

６ 災害警戒本部の廃止 

（略） 

 

■災害警戒本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

２ 

247頁 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

249頁 

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立 

第１節 組織の設置 

第１ 災害警戒本部 

１ （略） 

２ 災害警戒本部の組織 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 本部員は技監      、都市経営部長、庁舎等総合調整担当

理事、総務部長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理

事、産業活力再生部長、建設水道部長、教育部長、議会事務局長、 

  消防団長とし、北はりま消防本部消防長（代）は参与として加わる。 

 (5) ～(7) （略） 

 

３～５ （略） 

６ 災害警戒本部の廃止 

（略） 

 

 

■災害警戒本部組織図 

 

 

 

 

 

 

災害警戒本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員    技監、市長公室長、都市経営部長         

    、総務部長、福祉部長、くらし安心部長  

          、産業活力再生部長、建設水 

道部長、教育管理部長、教育創造部長、議会事務局 

長、消防団長 

参  与  北はりま消防本部消防長（代） 

事 務 局  くらし安心部 

災害警戒本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員    技監      、都市経営部長、庁舎等総合調整 

      担当理事、総務部長、福祉部長、くらし安心部長、 

      健幸都市推進担当理事、産業活力再生部長、建設水 

      道部長、教育部長、議会事務局長、消防団長 

 

参  与  北はりま消防本部消防長（代） 

事 務 局  くらし安心部 



第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

- 4 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

１節 

第１ 

249頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第１ 

249頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 

（市長） 

 

副本部長 

（副市長） 

（教育長） 

消 防 本 部 

消 防 団 

各 

 

部 

 

応 

 

急 

 

対 

 

策 

 

主 

 

管 

 

課 

技 監 

福 祉 部 

 

 

総 務 部 

 

 

教 育 管 理 部 

 

く ら し 安 心 部 

都 市 経 営 部 

産 業 活 力 再 生 部 

議 会 事 務 局 

 

建 設 水 道 部 

市 長 公 室 

 

教 育 創 造 部 

 

本部長 

（市長） 

 

副本部長 

（副市長） 

（教育長） 

消 防 本 部 

消 防 団 

各 

 

部 

 

応 

 

急 

 

対 

 

策 

 

主 

 

管 

 

課 

技 監 

福 祉 部 

 

 

総 務 部 

 

 

教 育 部 

 

く ら し 安 心 部 

都 市 経 営 部 

産 業 活 力 再 生 部 

議 会 事 務 局 

 

建 設 水 道 部 

( 新 設 ) 

sinnsetu 

s i n n 

 

( 新 設 ) 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

２章 

１節 

第１ 

250頁 

 

部名等 事務分掌 

市長公室 １ 報道機関との連絡及び市民への広報 

２ 防災行政無線、防災ネットによる情報の配

信 

３ ホームページによる広報 

都市経営部 

 

１ 緊急資材、用品等の調達 

２ 公用車の確保 

３ 庁舎の保全 

総務部 （削除） 

１ 職員の動員・配置 

２ ボランティアの受入窓口と連絡調整 

（削除） 

 

（削除） 

福祉部 １ 要援護者（要配慮者）の支援 

２ 福祉避難所の開設調整 

３ 民生委員・児童委員への連絡 

 

 

２章 

１節 

第１ 

250頁 

 
 

部名等 事務分掌 

（新設） 

 

 

 

都市経営部 

 

１ 緊急資材、用品等の調達 

２ 公用車の確保 

３ 庁舎の保全 

総務部 １ 報道機関との連絡及び市民への広報 

２ 職員の動員・配置 

３ ボランティアの受入窓口と連絡調整 

４ 防災行政無線、防災ネットによる情報の配

信 

５ ホームページによる広報 

福祉部 １ 要配慮者の支援 

２ 福祉避難所の開設調整 

３ 民生委員・児童委員への連絡 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

２章 

１節 

第２ 

２ 

251頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

253頁 

 

第２ 災害対策本部 

１ （略） 

２ 災害対策本部の組織 

(1) ～(3) 

(4) 本部員は技監、市長公室長、都市経営部長           

  、総務部長、福祉部長、くらし安心部長           

 、産業活力再生部長、建設水道部長、病院事務局長、教育管理部

長、教育創造部長、議会事務局長、消防団長とし、北はりま消防本 

部消防長(代)、西脇多可行政事務組合事務局長は参与として加わる。 

 

 

第３ 現地本部 

（略） 

１～４ （略） 

５ 廃止基準 

（略） 

■災害対策本部組織図 

 

 

 

２章 

１節 

第２ 

２ 

251頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

253頁 

 

第２ 災害対策本部 

１ （略） 

２ 災害対策本部の組織 

(1) ～(3) 

(4) 本部員は技監      、都市経営部長、庁舎等総合調整担当

理事、総務部長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市推進担当理

事、産業活力再生部長、建設水道部長、病院事務局長、教育部長、

議会事務局長、消防団長とし、北はりま消防本部消防長(代)、西脇

多可行政事務組合事務局長は参与として加わる。 

 

 

第３ 現地本部 

（略） 

１～４ （略） 

５ 廃止基準 

（略） 

■災害対策本部組織図 

 

 

災害対策本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監、市長公室長、都市経営部長           

        、総務部長、福祉部長、くらし安心部長      

            、産業活力再生部長、建設水道部長、病院 

事務局長、教育管理部長、教育創造部長、議会事務局長、 

消防団長 

参  与  北はりま消防本部消防長（代）、西脇多可行政事務組合 

      事務局長 

事 務 局  くらし安心部 

災害対策本部会議 

本 部 長  市 長 

副本部長  副市長、教育長 

本 部 員  技監      、都市経営部長、庁舎等総合調整担当 

      理事、総務部長、福祉部長、くらし安心部長、健幸都市 

      推進担当理事、産業活力再生部長、建設水道部長、病院 

      事務局長、教育部長、議会事務局長、消防団長 

 

参  与  北はりま消防本部消防長（代）、西脇多可行政事務組合 

      事務局長 

事 務 局  くらし安心部 



第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

- 7 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

１節 

第３ 

253頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

254頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

■災害対策本部の事務分掌 

○事務分掌  

【事務分掌は別紙に記載】 

２章 

１節 

第３ 

253頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

１節 

第３ 

254頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

■災害対策本部の事務分掌 

○事務分掌  

【事務分掌は別紙に記載】 

 

病 院 部 

教 育 管 理 部 

教 育 創 造 部 

病 院 施 設 班 
医 療 救 護 班 
老 健 施 設 班 
教 育 総 務 班 

指定避難所班 

技 監 

建 設 水 道 部 

産業活力再生部 活 動 班 

 

く ら し 安 心 部 

活 動 班 

給 水 班 

都 市 経 営 部 

市 長 公 室 

総 務 部 

総 務 部 

応 援 部 

福 祉 部 

環 境 班 

 

救 護 班 

 

総 務 班 

 
要援護者（要配慮者）

支援班 

 

応 援 班 

 

総 務 班 

 調 査 班 

 

広 報 班 

 

資 材 調 整 班 

病 院 部 

教 育 部 

         

病 院 施 設 班 
医 療 救 護 班 
老 健 施 設 班 
教 育 総 務 班 

指定避難所班 

技 監 

建 設 水 道 部 

産業活力再生部 活 動 班 

 

く ら し 安 心 部 

活 動 班 

給 水 班 

都 市 経 営 部 

         

総 務 部 

総 務 部 

応 援 部 

福 祉 部 

環 境 班 

 

救 護 班 

 

総 務 班 

 

応 援 班 

 

総 務 班 

 調 査 班 

 

広 報 班 

 

資 材 調 整 班 

要援護者支援班 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

２章 

２節 

第２ 

１ 

263頁 

 

 

 

 

２章 

３節 

第１ 

１ 

266頁 

 

第２節 配備、動員 

第１ （略） 

第２ 動員 

１ 伝達体制 

（略） 

(1) 勤務 時間内 

  ① 防災安全課長は、各部長に連絡するとともに、全職員へは庁内

放送、グループウェア、にしわき防災ネット（第１号配備態勢以

上）により連絡する。 

 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第１ 通信の確保 

１ 通信機能の確保 

（略） 
 

 主な手段 主な通信区間 

同

報

系 

防災行政無線 

（屋外拡声子局・戸別受信

機） 

本部（市長公室）→市民・避難所

等 

消防本部→市民・避難所等 

にしわき防災ネット 本部（市長公室）→職員・市民等 

ホームページ 
本部（市長公室）→市民・防災関

係機関等 

広報車の巡回 
本部（市長公室）・防災関係機関

→市民等 

同報ＦＡＸ 本部（市長公室）→放送事業者 

庁内放送 本部（本部事務局）→職員等 

グループウェア 本部（本部事務局）→職員等 

放送事業者が行う放送 
本部（市長公室）→放送事業者・

県→市民等 

 

 

 

２章 

２節 

第２ 

１ 

263頁 

 

 

 

 

２章 

３節 

第１ 

１ 

266頁 

 

第２節 配備、動員 

第１ （略） 

第２ 動員 

１ 伝達体制 

（略） 

(1) 勤務 時間内 

  ① 防災安全課長は、各部長に連絡するとともに、全職員へは庁内

放送、ＣＥＳＳ、にしわき防災ネット（第１号配備態勢以上）に

より連絡する。 

 

第３節 情報の収集・伝達及び報告 

第１ 通信の確保 

１ 通信機能の確保 

（略） 
 

 主な手段 主な通信区間 

同

報

系 

防災行政無線 

（屋外拡声子局・戸別受信

機） 

本部（総務部）→市民・避難所等 

消防本部→市民・避難所等 

にしわき防災ネット 本部（総務部）→職員・市民等 

ホームページ 
本部（総務部）→市民・防災関係

機関等 

広報車の巡回 
本部（総務部）・防災関係機関→

市民等 

同報ＦＡＸ 本部（総務部）→放送事業者 

庁内放送 本部（本部事務局）→職員等 

ＣＥＳＳ 本部（本部事務局）→職員等 

放送事業者が行う放送 
本部（総務部）→放送事業者・県

→市民等 

 



第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

- 9 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

２章 

３節 

第３ 

２ 

269頁 

 

 

 

 

２章 

３節 

第５ 

２ 

275頁 

 

第２ （略） 

第３ 被害情報の収集・共有 

１ （略） 

２ 情報共有 

(1) 職員間の情報共有 

   市（本部事務局）は、市内の被害状況及び応急対策実施状況等を

取りまとめ、庁内放送、グループウェア等を活用し、庁内職員の情

報共有を図る。 

 

第４ （略） 

第５ 被害調査 

１ （略） 

２ 被害家屋の調査 

（略） 

 (1) ～(5) （略） 

 (6) り災証明に関する広報 

   市（市長公室、総務部、福祉部、本部事務局）は、り災証明書の

発行及び再調査の受付を円滑に行うため、り災証明に関する相談窓口

を設置するとともに、広報紙等により被災者への周知を図る。 

 

 

 

２章 

３節 

第３ 

２ 

269頁 

 

 

 

 

２章 

３節 

第５ 

２ 

275頁 

 

第２ （略） 

第３ 被害情報の収集・共有 

１ （略） 

２ 情報共有 

(1) 職員間の情報共有 

   市（本部事務局）は、市内の被害状況及び応急対策実施状況等を

取りまとめ、庁内放送、ＣＥＳＳ等を活用し、庁内職員の情報共有

を図る。 

 

第４ （略） 

第５ 被害調査 

１ （略） 

２ 被害家屋の調査 

（略） 

 (1) ～(5) （略） 

 (6) り災証明に関する広報 

   市（     総務部、福祉部、本部事務局）は、り災証明書の

発行及び再調査の受付を円滑に行うため、り災証明に関する相談窓口

を設置するとともに、広報紙等により被災者への周知を図る。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

２章 

３節 

第６ 

276頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

２節 

第３ 

２ 

291頁 

 

第６ 支援要請 

（略） 

■県への要請事項・担当・要請先一覧 

要請事項 要請元 要請先 

物資のあっせん（福

祉関係機器） 

福祉部 県地方本部事務局 

食料の調達・あっせ

ん 

市長公室 

放送要請 

緊急警報放送要請 

報道要請 

 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第１節 （略） 

第２節 救助・救急・医療対策 

第３ 医療・助産対策 

１ （略） 

２ 救護班の編成 

 (1) ・(2)  

 (3) 救護班の活動 

   被災地に入った救護班は、市の指揮の下に、発災直後は外科的治 

  療を中心に、傷病者のトリアージ、応急措置、重症者の搬送の指示 

  ・手配等を行う。 

   発災後３日目以降は内科的治療を中心に、乳幼児、高齢者等要援

護者（要配慮者）の健康管理に努めるとともに、急性疾患の治療、

慢性疾患の継続治療に当たる。 

 

第３節 （略） 

２章 

３節 

第６ 

276頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

２節 

第３ 

２ 

291頁 

 

第６ 支援要請 

（略） 

■県への要請事項・担当・要請先一覧 

要請事項 要請元 要請先 

物資のあっせん（福

祉関係機器） 

福祉部 県地方本部事務局 

食料の調達・あっせ

ん 

総務部 

放送要請 

緊急警報放送要請 

報道要請 

 

第３章 円滑な災害応急活動の展開 

第１節 （略） 

第２節 救助・救急・医療対策 

第３ 医療・助産対策 

１ （略） 

２ 救護班の編成 

 (1) ・(2)  

 (3) 救護班の活動 

   被災地に入った救護班は、市の指揮の下に、発災直後は外科的治 

  療を中心に、傷病者のトリアージ、応急措置、重症者の搬送の指示 

  ・手配等を行う。 

   発災後３日目以降は内科的治療を中心に、乳幼児、高齢者等要援

護者の健康管理に努めるとともに、急性疾患の治療、慢性疾患の継

続治療に当たる。 

 

第３節 （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

301頁 

 

第４節 避難対策 

第１ 避難指示、緊急安全確保 

１ （略） 

２ 実施基準 

  災害対策本部（本部員）は、次の実施基準に基づいて避難の指示等

を行う。 

  なお、高齢者等の要援護者（要配慮者）が利用する施設、住宅に近

接する危険箇所から優先して伝達する｡ 

 

 

 

 

 

３章 

４節 

第１ 

２ 

301頁 

 

第４節 避難対策 

第１ 避難指示、緊急安全確保 

１ （略） 

２ 実施基準 

  災害対策本部（本部員）は、次の実施基準に基づいて避難の指示等

を行う。 

  なお、高齢者等の要援護者が利用する施設、住宅に近接する危険箇

所から優先して伝達する｡ 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

３章 

４節 

第２ 

３～５ 

303頁 

 

第２ 避難の方法 

１・２ （略） 

３ 避難の誘導 

  避難は、原則として市民が自主的に行うが、状況によっては警察官 

 ・消防職員・消防団員・市職員その他自治会、自主防災会等命を受け

た者が誘導を行う。この場合、できる限り各地域ごとに責任者及び誘

導員を決め、集団避難を行うなど、安全と統制を図る。 

  なお、あらかじめ名簿等や個別避難計画等により災害時要援護者 

 （避難行動要支援者）を把握しておくとともに、自治会、自主防災会、

地域の協力を得て、避難誘導と確認に努める。 

  また、車中避難する場合を除き、状況によっては避難に自家用車を

使用しないように指導する。 

 

４ （略） 

 

５ 避難の順序及び移送の方法 

 (1) 避難の順序は、高齢者、障害のある方等要援護者（要配慮者）を

優先する。 

 

 

 

３章 

４節 

第２ 

３～５ 

303頁 

 

第２ 避難の方法 

１・２ （略） 

３ 避難の誘導 

  避難は、原則として市民が自主的に行うが、状況によっては警察官 

 ・消防職員・消防団員・市職員その他自治会、自主防災会等命を受け

た者が誘導を行う。この場合、できる限り各地域ごとに責任者及び誘

導員を決め、集団避難を行うなど、安全と統制を図る。 

  なお、あらかじめ名簿等や個別避難計画等により災害時要援護者を

把握しておくとともに、自治会、自主防災会、地域の協力を得て、避

難誘導と確認に努める。 

  また            、状況によっては避難に自家用車を

使用しないように指導する。 

 

４ （略） 

 

５ 避難の順序及び移送の方法 

 (1) 避難の順序は、高齢者、障害のある方等要援護者を優先する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

３章 

４節 

第３ 

３～５ 

306～

308頁 

 

第３ 避難所の開設・運営 

１・２ （略） 

３ 避難所の運営 

(1) （略） 

(2) 運営管理 

  ① 市（福祉部、教育管理部、教育創造部、総務部、都市経営部）

は、避難所ごとの担当職員を定めるなど、迅速な人員配置に努め

るとともに、自治会、自主防災会、専門知識を有するＮＰＯ・ボ

ランティア等の外部支援者とも連携して、円滑な避難所運営に努

める。 

  ②～⑥ （略） 

  ⑦ 高齢者・障害のある方・乳幼児・妊産婦等の要援護者（要配慮

者）のニーズに配慮した施設設備の整備、福祉相談窓口の開設に

努める。 

 

４ （略） 

５ 大規模災害時における広域避難・広域一時滞在 

(1) （略） 

 (2) 宿泊施設、社会福祉施設等の活用 

   市（本部事務局）は、避難生活が長期化する場合、必要に応じて、 

  希望者に、公的宿泊施設、ホームステイ等の紹介、あっせんを行う。 

   また、市（福祉部）は、要援護者（要配慮者）のうち、援護の必

要性の高い者について、設備の整った特別施設や社会福祉施設にお

ける受入れを進める。 

 

 

３章 

４節 

第３ 

３～５ 

306～

308頁 

 

第３ 避難所の開設・運営 

１・２ （略） 

３ 避難所の運営 

(1) （略） 

(2) 運営管理 

  ① 市（福祉部、教育部、総務部、都市経営部）は、避難所ごとの

担当職員を定めるなど、迅速な人員配置に努めるとともに、自治

会、自主防災会                       

       とも連携して、円滑な避難所運営に努める。 

 

  ②～⑥ （略） 

  ⑦ 高齢者・障害のある方・乳幼児・妊産婦等の要援護者のニーズ

に配慮した施設設備の整備、福祉相談窓口の開設に努める。 

 

 

４ （略） 

５ 大規模災害時における広域避難・広域一時滞在 

(1) （略） 

 (2) 宿泊施設、社会福祉施設等の活用 

   市（本部事務局）は、避難生活が長期化する場合、必要に応じて、 

  希望者に、公的宿泊施設、ホームステイ等の紹介、あっせんを行う。 

   また、市（福祉部）は、要援護者のうち、援護の必要性の高い者

について、設備の整った特別施設や社会福祉施設における受入れを

進める。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

３章 

７節 

第１ 

１・２ 

320頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

７節 

第３ 

１ 

322頁 

第５節・第６節 （略） 

第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等 

第１ 健康対策 

１ 巡回健康相談の実施 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 県と協力して、巡回健康相談の実施に当たり、連携して要援護者

（要配慮者）はじめ、被災者の健康状況の把握に努める。支援が必

要な方については、医療機関（医療救護班）やこころのケアチーム

（DPAT）等、保健・医療・福祉等関係機関と連携して支援を行う。 

 

２ 巡回栄養相談の実施 

（略） 

(1) ～(3) （略） 

(4) 県と協力して、巡回栄養相談の実施に当たり、連携して要援護者

（要配慮者）はじめ、被災者の栄養状態の把握に努める。 

 

第２ （略） 

第３ 感染症対策 

１ 感染症対策活動 

（略） 

 (1) ～(7) （略） 

(8) 報告 

   感染症法に基づく知事等の指示により消毒など災害防疫を行った

場合、県健康福祉事務所を経由して県に被害状況・感染症対策活動

状況・災害時感染症対策所要見込額を報告する。 

 

 

 

３章 

７節 

第１ 

１・２ 

320頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

７節 

第３ 

１ 

322頁 

第５節・第６節 （略） 

第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等 

第１ 健康対策 

１ 巡回健康相談の実施 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 県と協力して、巡回健康相談の実施に当たり、連携して要援護者 

  はじめ、被災者の健康状況の把握に努める。           

                                 

                           

 

２ 巡回栄養相談の実施 

（略） 

(1) ～(3) （略） 

(4) 県と協力して、巡回栄養相談の実施に当たり、連携して要援護者 

  はじめ、被災者の栄養状態の把握に努める。 

 

第２ （略） 

第３ 感染症対策 

１ 感染症対策活動 

（略） 

 (1) ～(7) （略） 

(8) 報告 

                    消毒など災害防疫を行った

場合、県健康福祉事務所を経由して県に被害状況・感染症対策活動

状況・災害時感染症対策所要見込額を報告する。 

 



第４編 災害応急対策計画（震災対策編） 

- 15 - 

頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

３章 

８節 

第１ 

１～３ 

326頁 

第８節 要援護者（要配慮者）支援対策 

第１ 高齢者、障害のある方等の支援 

１ 要援護者（要配慮者）支援班の設置 

市（福祉部）は、要援護者（要配慮者）支援対策の実施状況の把握

や関係機関等の支援を行うために、「要援護者（要配慮者）支援班」

を災害対策本部に設置する。 

 

２ 情報提供  

市（福祉部）は、民生委員・児童委員と協力し、高齢者・障害のあ

る方等要援護者（要配慮者）に対する情報提供ルールの確立、伝達手

段の確保を図り、必要な情報を提供する。  

(1) ・(2) （略） 

 

３ 避難対策  

市（福祉部）は、要援護者（要配慮者）支援班を中心に自治会、自

主防災会、民生委員・児童委員、消防団の協力の下、次の対策を行

う。 

(1) 名簿及び個別避難計画等の活用により安否確認や居宅に取り残さ

れた要援護者（要配慮者）の迅速な発見を行う。 

(2) 自治会、自主防災会、民生委員・児童委員、消防団等地域住民の 

 協力による災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難誘導が行わ

れるよう努める。また、避難支援等関係者の安全確保に努める。 

(3) 必要に応じ、収容・調査班、収容班を派遣し、要援護者（要配慮

者）の避難誘導に当たる。 

(4) 避難所等に入所した要援護者（要配慮者）を把握し、ニーズを調

査する。 

(5) 援護の必要性の高い要援護者（要配慮者）については、福祉避難

所への入所、社会福祉施設への一時入所を進める。入所先の確保、

搬送が困難な場合は、福祉関係者や県に要請する。 

 

 

 

３章 

８節 

第１ 

１～３ 

326頁 

第８節 要援護者支援対策 

第１ 高齢者、障害のある方等の支援 

１ 要援護者支援班の設置 

市（福祉部）は、要援護者支援対策の実施状況の把握や関係機関等

の支援を行うために、「要援護者支援班」を災害対策本部に設置す

る。 

 

２ 情報提供  

市（福祉部）は、民生委員・児童委員と協力し、高齢者・障害のあ

る方等要援護者に対する情報提供ルールの確立、伝達手段の確保を図

り、必要な情報を提供する。  

(1) ・(2) （略） 

 

３ 避難対策  

市（福祉部）は、要援護者支援班を中心に自治会、自主防災会、民

生委員・児童委員、消防団の協力の下、次の対策を行う。 

 

(1) 名簿        等の活用により安否確認や居宅に取り残さ

れた要援護者の迅速な発見を行う。 

(2) 自治会、自主防災会、民生委員・児童委員、消防団等地域住民の 

 協力による災害時要援護者の避難誘導が行われるよう努める。また、

避難支援等関係者の安全確保に努める。 

(3) 必要に応じ、収容・調査班、収容班を派遣し、要援護者の避難誘

導に当たる。 

(4) 避難所等に入所した要援護者を把握し、ニーズを調査する。 

 

(5) 援護の必要性の高い要援護者については、福祉避難所への入所、

社会福祉施設への一時入所を進める。入所先の確保、搬送が困難な

場合は、福祉関係者や県に要請する。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

８節 

第１ 

４・５ 

326・

327頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

８節 

第２ 

１ 

327頁 

４ 生活支援  

市（福祉部）は、自治会、自主防災会、民生委員・児童委員、社会

福祉協議会、身体障害者福祉協会、聴覚障害者協会、手をつなぐ育成

会、白ゆり会、ボランティア及び県などと協力して、在宅及び避難所 

の要援護者（要配慮者）のニーズを調査するとともに、必要な福祉サ 

ービスを提供する。 

 (1) ～(4) （略） 

 

５ すまい支援  

（略） 

(1) 避難所、仮設住宅、恒久住宅の構造（段差の解消、授乳室の確保

等）、設備（洋式トイレ等）について、可能な限り、高齢者、障害

のある方等の要援護者（要配慮者）の状況や利便性に配慮する。 

 

第２ 外国人への情報伝達等 

 

担

当 

市 市長公室 

関係機関 県 

関係団体 国際交流協会 

 

１ 外国人への支援 

市（市長公室）は、県、関係団体等と協力して、市内の外国人、訪

日外国人の被災情報の把握に努めるとともに、にしわき防災ネット等

を活用した外国語による緊急情報の提供及び相談に努める。 

 

第９節 （略） 

３章 

８節 

第１ 

４・５ 

326・

327頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

８節 

第２ 

１ 

327頁 

４ 生活支援  

市（福祉部）は、自治会、自主防災会、民生委員・児童委員、社会

福祉協議会、身体障害者福祉協会、聴覚障害者協会、手をつなぐ育成

会、白ゆり会、ボランティア及び県などと協力して、在宅及び避難所 

の要援護者のニーズを調査するとともに、必要な福祉サービスを提供

する。 

 (1) ～(4) （略） 

 

５ すまい支援  

（略） 

(1) 避難所、仮設住宅、恒久住宅の構造（段差の解消、授乳室の確保

等）、設備（洋式トイレ等）について、可能な限り、高齢者、障害

のある方等の要援護者の状況や利便性に配慮する。 

 

第２ 外国人への情報伝達等 

 

担

当 

市 総務部 

関係機関 県 

関係団体 国際交流協会 

 

１ 外国人への支援 

市（総務部）は、県、関係団体等と協力して、市内の外国人、訪日

外国人の被災情報の把握に努めるとともに、にしわき防災ネット等を

活用した外国語による緊急情報の提供及び相談に努める。 

 

第９節 （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

10節 

第１ 

１ 

330頁 

第１０節 災害情報等の提供と相談活動 

 

担

当 

市 市長公室、福祉部、応援部 

関係機関 県 

関係団体 報道機関 

 

第１ 災害広報 

１ 広報の内容 

  市（市長公室、応援部）は、市民に対して各種の情報を迅速かつ的

確に周知するよう努める。広報に当たっては、市民のニーズに応じた

情報を、広報の時期、対象者、緊急度、内容等に応じて、的確な広報

手段、表現方法で提供するよう配慮する。広報の内容は、おおむね次

のとおりである。 

 

（略） 

 

 

３章 

10節 

第１ 

１ 

330頁 

第１０節 災害情報等の提供と相談活動 

 

担

当 

市 総務部、福祉部、応援部 

関係機関 県 

関係団体 報道機関 

 

第１ 災害広報 

１ 広報の内容 

  市（総務部、応援部）は、市民に対して各種の情報を迅速かつ的確

に周知するよう努める。広報に当たっては、市民のニーズに応じた情

報を、広報の時期、対象者、緊急度、内容等に応じて、的確な広報手

段、表現方法で提供するよう配慮する。広報の内容は、おおむね次の

とおりである。 

 

（略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

10節 

第１ 

２・３ 

331頁 

２ 広報の方法 

（略） 

種別 方法 所管 

同報

系 

防災行政無線 市（市長公室） 

広報車による巡回広

報 

市（市長公室）、消防団、警察署 

一斉ファックス 市（市長公室） 

にしわき防災ネット

メール配信 

市（市長公室） 

放送事業者による放

送 

放送事業者 

更新

系 

ホームページへの掲

載 

市（市長公室） 

紙面

系 

広報臨時号の発行 市（市長公室） 

チラシ等の配布 市（市長公室） 

新聞記事 報道機関 

公共掲示板 市（市長公室）、各施設管理者 

 

３ 広報体制 

(1) 災害広報責任者 

   市（市長公室）は、市長公室長を災害広報責任者とし、市（各部）

が作成する広報資料を統括する。 

(2) 広報資料の収集 

   市（市長公室）は、市（各部）からの情報、関係機関からの情報

を速やかに収集するなど、迅速かつ正確な情報把握に努める。 

３章 

10節 

第１ 

２・３ 

331頁 

２ 広報の方法 

（略） 

種別 方法 所管 

同報

系 

防災行政無線 市（総務部） 

広報車による巡回広

報 

市（総務部）、消防団、警察署 

一斉ファックス 市（総務部） 

にしわき防災ネット

メール配信 

市（総務部） 

放送事業者による放

送 

放送事業者 

更新

系 

ホームページへの掲

載 

市（総務部） 

紙面

系 

広報臨時号の発行 市（総務部） 

チラシ等の配布 市（総務部） 

新聞記事 報道機関 

公共掲示板 市（総務部）、各施設管理者 

 

３ 広報体制 

(1) 災害広報責任者 

   市（総務部）は、総務部長を災害広報責任者とし、市（各部）が

作成する広報資料を統括する。 

(2) 広報資料の収集 

   市（総務部）は、市（各部）からの情報、関係機関からの情報を

速やかに収集するなど、迅速かつ正確な情報把握に努める。 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

10節 

第１ 

４ 

331・

332頁 

４ 報道機関への対応 

 (1) 記者発表 

   市（市長公室）は、災害プレスセンターを設置し、「市政記者ク

ラブ」を通じて報道機関に発表する。記者発表は、原則として本部

長が行い、一定期間、毎日とする。 

   また、報道機関を通じて必要な情報や注意事項及び災害対策の状

況などの周知徹底を図るとともに、特にテレビ・ラジオの効果的な

活用に努める。 

 (2) 報道要請 

   市（市長公室）は、災害に関する通知、要請、伝達等の必要が生

じた場合、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関へ報道要請を行う。な

お、放送局を利用する場合、次に掲げる事項を明らかにして県を通 

  じて行い、県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、

各放送局に対して放送要請を行うものとされている。 

  ①～④ （略） 

 

(3) 緊急警報放送の要請 

   市（市長公室）は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場

合で、多くの人命、財産を保護するため、避難指示等緊急に市民に

対し周知する必要がある場合は、ＮＨＫ神戸放送局に対して、災害

対策基本法（昭和36年法律第 223号）第57条に基づいた無線局運用

規則（昭和25年電波監理委員会規則第17号）第 138条の２に定める

緊急警報信号を使用した放送（以下「緊急警報放送」という。）の 

  要請をすることを県知事に依頼する。ただし、やむを得ない場合は、

放送局に直接連絡する。 

 

第１１節 （略） 

３章 

10節 

第１ 

４ 

331・

332頁 

４ 報道機関への対応 

 (1) 記者発表 

   市（総務部）は、災害プレスセンターを設置し、「市政記者クラ

ブ」を通じて報道機関に発表する。記者発表は、原則として本部長

が行い、一定期間、毎日とする。 

   また、報道機関を通じて必要な情報や注意事項及び災害対策の状

況などの周知徹底を図るとともに、特にテレビ・ラジオの効果的な

活用に努める。 

 (2) 報道要請 

   市（総務部）は、災害に関する通知、要請、伝達等の必要が生じ 

  た場合、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関へ報道要請を行う。なお、 

  放送局を利用する場合、次に掲げる事項を明らかにして県を通じて

行い、県は「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、各

放送局に対して放送要請を行うものとされている。 

  ①～④ （略） 

 

(3) 緊急警報放送の要請 

   市（総務部）は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合

で、多くの人命、財産を保護するため、避難指示等緊急に市民に対

し周知する必要がある場合は、ＮＨＫ神戸放送局に対して、災害対

策基本法（昭和36年法律第 223号）第57条に基づいた無線局運用規

則（昭和25年電波監理委員会規則第17号）第 138条の２に定める緊

急警報信号を使用した放送（以下「緊急警報放送」という。）の要

請をすることを県知事に依頼する。ただし、やむを得ない場合は、

放送局に直接連絡する。 

 

第１１節 （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

３章 

12節 

335頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

12節 

第２ 

９ 

337頁 

 

３章 

17節 

346頁 

第１２節 廃棄物対策 

 

担

当 

市 くらし安心部、建設水道部、本部事務局、市長公室 

関係機関 
県、西脇多可行政事務組合、(一財)西脇市住民サービ

ス公社、北播衛生事務組合、氷上多可衛生事務組合 

関係団体  

 

第１ （略） 

第２ 災害ごみ処理対策 

１～８ （略） 

９ 広報 

  市（市長公室）は、ごみの収集・運搬・処理を円滑に行うため、市

民に対して次の広報を行う。 

 

 

第１３節～第１６節 

第１７節 ライフラインの応急対策 

 

担

当 

市 建設水道部、本部事務局、都市経営部 

関係機関 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、(一社)

兵庫県LPガス協会、西日本電信電話株式会社、株式会

社ＮＴＴドコモ関西支社、エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンク株式会社、楽天モバイル株式会社 

関係団体 伊丹産業株式会社、有限会社保安センター東播 

 

第１ （略） 

３章 

12節 

335頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 

12節 

第２ 

９ 

337頁 

 

３章 

17節 

346頁 

第１２節 廃棄物対策 

 

担

当 

市 くらし安心部、建設水道部、本部事務局、総務部 

関係機関 
県、西脇多可行政事務組合、(一財)西脇市住民サービ

ス公社、北播衛生事務組合、氷上多可衛生事務組合 

関係団体  

 

第１ （略） 

第２ 災害ごみ処理対策 

１～８ （略） 

９ 広報 

  市（総務部）は、ごみの収集・運搬・処理を円滑に行うため、市民

に対して次の広報を行う。 

 

 

第１３節～第１６節 

第１７節 ライフラインの応急対策 

 

担

当 

市 建設水道部、本部事務局、都市経営部 

関係機関 

関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、(一社)

兵庫県LPガス協会、西日本電信電話株式会社、株式会

社ＮＴＴドコモ関西支社、エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフト

バンク株式会社            

関係団体 伊丹産業株式会社、有限会社保安センター東播 

 

第１ （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

３章 

17節 

第２ 

３ 

349頁 

第２ ガスの確保 

１・２ （略） 

３ 有限会社保安センター東播 

 (1) ・(2) （略） 

 (3) 応急対策の実施 

  ①～③ 

  ④ 高齢者等要援護者（要配慮者）対策 

    ＬＰガス販売事業者は、あらかじめ保安台帳等により、高齢者 

   ・身体障害のある人等の家庭を調査し、災害時には最優先で点検

調査、安全対策等を実施する。 

 

 

３章 

17節 

第２ 

３ 

349頁 

第２ ガスの確保 

１・２ （略） 

３ 有限会社保安センター東播 

 (1) ・(2) （略） 

 (3) 応急対策の実施 

  ①～③ 

  ④ 高齢者等要援護者対策 

    ＬＰガス販売事業者は、あらかじめ保安台帳等により、高齢者 

   ・身体障害のある人等の家庭を調査し、災害時には最優先で点検

調査、安全対策等を実施する。 

 


